
電話

(第 2

(第 4

(第 1

単位

ｔ

① 団体

② 千円

③ 個

④ 台

①

② 団体

㎏

 国支出金

直接事業費

130

2,993,500

250

50

125

11,974

3,113,250

207

135

3,233,000

118

9,521 24,698

10,660

　【指標の定義（算式等）】
1日1世帯当り生ごみ排出量を0.55㎏としてそれ
ぞれの機器等の利用期間に基づき積算

kg 61,462 58,839 26,538 26,538

基 本
指 標

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

41,468

 地方債

50

活 動
指 標

12,453

家庭系一般廃棄物合計（資源ごみを含む）

45,000

1.25 1.25

15,002

指　　　標　　　名

14,641

9,000

14,641 14,641

　総　事　業　費  ①＋④

9,000

3,7545,481 18,00016,770

指　　　　　標　　　　　値

23年度(予定値)

56,250

16,457

118

22年度(予定値）

130

2,664,965

資源回収交付申請団体数・資源回収量

成 果

指 標

125

92

【指標の定義（算式等）】

生ごみ減量効果（㎏）

■自治事務　　□法定受託事務 川原一志

23年度の予定

・市内の一般家庭から発生する生ごみ及び資源ごみ
・資源回収団体及び集団資源回収の対象となる資源ごみ

11,947

（単位：千円）

250

回収団体登録者数

奨励金交付額

堆肥化容器個数

電動生ごみ処理機台数

〃  終了予定年度

上位施策との関連
（総合計画体系）

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

章）

節）

環境と共生する快適なまち

廃棄物とリサイクル

意　　図 ・市内の一般家庭から排出される生ごみの量を削減すること、及び資源ごみをごみとして埋
め立てずリサイクルすることにより、埋立処分場の延命化を図る。
・奨励金を交付することにより、資源回収の促進とリサイクル意識の高揚を図る。

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

手
　
　
段

施策） ごみの減量化とリサイクル

対　　象
(誰､又は何を)

平成21年度まで

・生ごみ堆肥化容器購入者に対し、H3～H20は3,000円、H21は2,000円を助成。
・電動生ごみ処理機購入者に対し、H18から購入金額の2分の1(限度額20,000円)を助成。
・地域循環型生ごみリサイクルシステムの可能性調査のため、大型生ごみ処理機を市内に3
台設置し、82世帯が利用（H18～H21で終了）
・資源回収団体が回収業者に引き渡した資源の総重量に対し、1ｋｇ当たりH12～H20上期は3
円、H20下期以降は4円の奨励金を交付。

27,000

平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

【１ 計　画 （プラン）】

別紙 １

H3

・生ごみ堆肥化容器購入者に対し、2,000円を助成。
・電動生ごみ処理機購入者に対し、購入金額の2分の1(限度額20,000円)を助成。
・資源回収団体が回収業者に引き渡した資源の総重量に対し、1ｋｇ当たり4円の奨励金を交
付。

北広島市

 その他特財 12,703

375

 ④ ＝②×③ 11,25011,250

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間）

 ③ 1人当り年間平均人件費

 道支出金

1.25

9,000

11,250

作成部署

52,718

1.25

9,000

11,250

26,252 27,707

100

21年度(確定値)目標値

135

12,932

 ① 合　計

 一般財源

市民環境部廃棄物対策課1501

事務事業開始年度

課長職名

整理番号

21年度決算

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

ごみ減量化・資源化対策事業事務事業名

根拠法令等

606

【事業費の推移】

目
　
　
的

22年度予算

平成22年5月31日作成日塚崎俊典部長職名

【２ 実　施 （ドゥ）】

20年度決算

・北広島市生ごみ堆肥化容器等購入助成金交付要綱
・容器包装リサイクル法

事務区分



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ ■ □

□ □ □

現状継続

【 参 考 】

総 合 判 定

（方向性）

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

　ごみの排出抑制という観点からは家庭での取り組み
が必要不可欠であり、生ごみ堆肥化容器等の利用や集
団資源回収は、ごみの減量や資源の有効利用に繋がる
適切な手段である。

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

統合

休止・廃止

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化

現状継続

　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

現状継続前年度の総合判定

法律の義務付けなし

　生ごみの発生抑制に大きな効果を発揮しているので、今後も利用促
進を図ると共に、講習会等を開催し、生ごみ堆肥化容器等をうまく利
用してもらうよう指導していく必要がある。
　集団資源回収実施団体数の増加及び回収資源の拡大を図りながら、
資源ごみの有効利用、リサイクルの増大、ごみの減量に繋げていく。

　生ごみ堆肥化容器、電動生ごみ処理機の購入費助成
により、助成を受けた世帯からの生ごみ排出が抑制さ
れ、また集団資源回収奨励金の交付により、回収量の
増が図られ資源化が図られている。

　平均価格と平均自己負担額は、生ごみ堆肥化容器：
5,400円と3,400円、電動生ごみ処理機：63,600円と
43,600円であり、適切な受益者負担と考えられる。

３

３

３

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

平成21年度における評価　（現状と課題）チ ェ ッ ク 項 目

効
率
性

【外部評価】 （外部評価委員会による評価

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

事業担当部局による評価

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

　市内で発生する一般廃棄物の処理は市に責任があ
り、ごみの減量、資源化、コスト削減、最終処分場の
延命を目的としたごみの減量化・資源化対策事業は市
が実施すべきものである。

法律の義務付けあり

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

評点区分

公
平
性

整理番号 1501
【３ 評　価 （チェック）】

平成23年度に向けた具体的な方向性

－

外部評価委員会による評価

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

内部評価委員会による評価

拡大重点化

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

統合 終了

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

拡大重点化

終了

今後の方向性に対する意見

見直し 休止・廃止

現状継続

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

終了

見直し

統合

現状継続

見直し

　コンポストは事業化開始から長期間経過しているが普及率が低く、
電動生ごみ処理機の補助金を含め事業効果を検証する必要がある。

休止・廃止

３

妥
当
性

有
効
性



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠
コンポスト１個につき2,000円（20年度のみ3,000円）、
電動生ごみ処理機１機につき2分の1の金額（上限20,000円）を補助

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 37 32 33

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

平均価格 平均価格 平均価格

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 7,132 6,969 4,530

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

37 32 33

支　出　合　計 （Ｃ） 7,132 6,969 4,530

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） -4,504 -4,715 -3,030

電動生ごみ処理機平均価格

支　　出

コンポスト平均価格

　　推定5,400円×個数 1,598 1,118 1,350

　　推定63,600円×機数 5,533 5,851 3,180

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 2,628 2,254 1,500

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 2,628 2,254 1,500

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

□補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 購入者　のべ4,918人（Ｈ３～） （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

発生生ごみの堆肥化、減量化。

 交付先団体等の
 活動内容

コンポスト、または電動生ごみ処理機を活用することによる発生生ごみの堆肥化、ごみの減量
化。

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 北広島市生ごみ堆肥化容器等購入助成金

交付先の名称
及び代表者名

生ごみ堆肥化容器等（コンポスト、電動生ごみ処理機）購入者 設立年

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 1501 ＜継続用＞



電話

（第 2 章）

（第 4 節）

（第 1

23 ～ 年度

点

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点
し、団体等に対する補助金等は全項目について採点す
る。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいてい
ること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であるこ
と
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれ

5
定められた手続きを踏み、活動内容報告
書・領収書・伝票等をチェックし、適格
性を判断している。

採点合計 37

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

3 実施する講習会は全市民参加可能だが、まだ
少数のため３点とした。毎年、100トン以上の
ごみ減量が図れる生ごみ堆肥化容器の継続使
用に関し大きな貢献がある。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 4

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

5
廃棄物減量、リサイクル推進の啓発は社
会経済情勢に合致している。きめ細かい
事業展開には専門的に活動している市民
の力が欠かせない。

(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・
活動である

5

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

5 市の施策として推進する生ごみ堆肥化容
器の活用に対し、その正しい使い方を講
習することで事業の推進に役立ってい
る。また、廃棄物・リサイクルに関する
講演等を実施することで市民意識の啓発
に努めている。(5)に該当

×３＝

15

230

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　□有　　　　■無

評　価　

チェック項目 採点 選択理由、説明等

合　計 250 230 230

地方債
交付金額

国支出金

道支出金

その他特財

一般財源 250 230

【費用の予定額】 （単位：千円）

区　　　　分 21年度決算額 22年度予算額
23年度以降予定額

毎年度

（総合計画での
  位置付け）

節 廃棄物とリサイクル

施策 ごみの減量化とリサイクル 施策）

補助金等の概要

交付対象団体は北広島環境市民の会であり、当団体が廃棄物及びリサイクルに関する啓発
事業を行い、廃棄物及びリサイクルに関する市民の知識の向上を図り、もって市の廃棄物
の減量化を推進することを目的とする。
団体の主な活動内容：生ごみ堆肥化容器の使い方講習、庭先講習、廃棄物及びリサイクル
に関する研修会等の実施。

上位施策との関連 章 環境と共生する快適なまち

作成日 平成22年5月31日

交付開始年度 H19
根拠法令等 北広島市廃棄物減量化推進事業交付金交付要領

〃  終了予定年度

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 川原一志 課長職名 塚崎俊典

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

整理番号 1501 補助金等名 廃棄物減量化推進事業交付金 作成部署 廃棄物対策課 606



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 資源回収団体が回収業者に引き渡した資源の総重量に対し、1ｋｇ当たり4円を交付

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ）

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ）

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

支　出　合　計 （Ｃ） 0 0 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 9,903 10,660 12,000

支　　出

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 9,903 10,660 12,000

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 9,903 10,660 12,000

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 118団体 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

ごみの減量化と資源（紙類、びん類、金属類及び布類）の有効利用を図ること。

 交付先団体等の
 活動内容

定期的に集団資源回収を行い、資源を回収業者に引き渡す。

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 北広島市資源回収奨励金

交付先の名称
及び代表者名

自治会、町内会、PTA、子供会その他市長が適当と認める資源回収を行う団体 設立年

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 1501 ＜継続用＞



電話

（第 2 章）

（第 4 節）

（第 1

23 ～ 年度

点

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

整理番号 1501 補助金等名 集団資源回収奨励金 作成部署 廃棄物対策課 606

作成日 平成22年5月31日

交付開始年度 H12
根拠法令等 北広島市資源回収奨励金交付要綱

〃  終了予定年度

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 川原一志 課長職名 塚崎俊典

（総合計画での
  位置付け）

節 廃棄物とリサイクル

施策 ごみの減量化とリサイクル 施策）

補助金等の概要

資源の回収を行う団体（自治会、町内会、PTA、子供会等で事前に登録を行う）に奨励金
を交付することにより資源回収の促進とリサイクル意識の高揚を図り、もってごみの減量
化と資源の有効利用の推進を図っている。
対象物は、紙類、びん類、金属類及び布類。
奨励金の額は、回収業者に引き渡した資源の総重量に対し、1キログラム当たり4円。

上位施策との関連 章 環境と共生する快適なまち

【費用の予定額】 （単位：千円）

区　　　　分 21年度決算額 22年度予算額
23年度以降予定額

毎年度

地方債
交付金額

国支出金

道支出金

その他特財

一般財源 10,660 12,000 12,500

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　□有　　　　■無

評　価　

チェック項目 採点 選択理由、説明等

合　計 10,660 12,000 12,500

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

5 資源リサイクルの推進は社会経済情勢に合致
している。実作業は市民が行う内容だが、推
進のためには行政からのインセンティブ付与
が欠かせない内容と言える。

(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・
活動である

4

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

5
市の施策として推進する資源の分別・リ
サイクルに対し、積極的に取り組んでも
らうとともに、意識の啓発にも役立って
いる。(5)に該当

×３＝
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採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点
し、団体等に対する補助金等は全項目について採点す
る。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいてい
ること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であるこ
と
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれ

5
団体、回収業者の立会いのもと計量伝票
の発行が行われており、適切に運用され
ている。

採点合計 38

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

4 登録団体に加入している市民が利益に供する。
直接の効果を測るのは難しいが、ごみ収集運搬、資
源分別作業、再商品化委託、埋立地延命など広く効
果が及ぶものと考えられる。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 5


